
平成 27 年 10 月 21 日 

株式会社 清水銀行 

 

【地方創生】県内初！「特定創業支援」を受けた事業者を応援する創業支援資金の取扱開始

 

 

清水銀行（頭取 豊島勝一郎）は、平成 27 年 10 月より地方創生に向けた取り組みを加速するため、従来

から取り扱っていた「しみず創業支援資金」の商品内容を拡充しましたので、お知らせいたします。具体

的には、各市町が行う「特定創業支援」を受け、証明書が交付されている事業者については、原則無担保

で融資対応します。「特定創業支援」を受けたことの証明書交付を要件とした融資制度の取り扱いは県内初

の取り組みとなります。 

本商品は平成 26 年 4 月からスタートした、第 25 次中期経営計画「COMBINED RUSH'14-'15」の基本方針

「営業力・支援力の向上」への取り組みの一環として、新たに創業されるお客さま（第二創業含む）への

資金調達を支援するため、一定の要件に該当する場合は、原則無担保でご融資する商品です。 

当行は、今後も地域金融機関として「地方創生」に積極的に取り組み、地域経済の持続的な発展に向け

存在意義を発揮してまいります。 

 

記 

■ しみず創業支援資金の概要 

ご利用いただける方 新規創業者もしくは創業から 5年未満（第二創業含む）の個人事業主もしくは法人で 

以下の要件に該当するもの 

 

【要 件】 

①当行店舗の所在エリアで事業を営んでいる事（東京・名古屋を除く） 

②事業計画書の提出が可能である事 

③下記(1)～(3)のいずれかに該当すること 

(1) 各地公体が定める「特定創業支援」※を受け、証明書が交付されていること 

(2) 資金調達額の 2分の 1 以上について、静岡県信用保証協会の保証が受けられること

(3) 資金調達額の 2分の 1以上について、日本政策金融公庫の融資が受けられること 

・特定創業支援の認定を受けていないお客さまでも(2)、(3)のいずれかに該当すれば 

ご利用いただけます。 

お使いみち 運転資金・設備資金 

ご融資金額 10 万円以上 1,000 万円以内（10 万円単位） 

ご融資期間 運転資金：5年以内（据置き期間 6ヶ月間） 

設備資金：10 年以内（据置き期間 6ヶ月間） 

ご融資利率 変動金利 2.475％以上 

ご融資形態 証書貸付 

ご返済方法 元金均等分割返済 

担   保 原則無担保 

※ 「特定創業支援」とは、国から認定を受けている地公体（平成 27 年 10 月時点：静岡県内 14 市）において、経営知識（財務・営業・

労務管理等）を習得させる為の継続的な支援事業であり、代表的な取り組みとして創業塾、個別相談支援等が挙げられる。 

 

以 上 

＜本件に関するお問い合わせ＞  

清水銀行 支店営業部  伊藤  ＴＥＬ：０５４－３６６－９９９０ 

 








